
令和３年度北谷町ふるさと応援基金活用状況 

 

寄附者指定事業 活用金額 活用内容 

人・自然・地球にや
さしいまりづくりに
関する事業 1,500 千円 

【北谷町心豊かなふるさとづくり推進協議会補助事業費】 

北谷町心豊かなふるさとづくり推進協議会への補助に活用いたしました。 

 

町の活性化に関する
事業 

2,000 千円 

【水産振興対策事業費】  

北谷町産業団体（北谷町漁業協同組合青年部）の振興育成に係る補助に活用いたしまし 

た。 

町民の健康増進・生
きがいづくりに関す
る事業 

500 千円 

【農業振興対策事業費】 

病害虫防除農薬の支給、さとうきび生産奨励・農薬。農機具購入補助金、出捐金等の補助 

に活用いたしました。 

将来を担う子どもた
ちの育成に関する事
業 

7,000 千円 

【認可保育園運営補助事業費】 

認可保育園の特別支援保育事業及び３歳児以上の主食費に対する補助に活用いたしまし 

た。これにより入所児童の健全な育成に寄与しました。 



 

将来を担う子どもた
ちの育成に関する事
業 

7,000 千円 

【保育士確保対策緊急補助事業】 

町内の認可保育施設に勤務する保育士の処遇改善のため、常勤保育士１人当たり月額 

５，０００円、非常勤保育士１人当たり月額２，０００円を補助する事業へ活用いたしま 

した。補助の活用により、認可保育施設が保育士を確保することで、保育士の労働環境改 

善、受入児童の増による待機児童解消につながりました。 

その他町⾧が必要と
認める事業 

3,000 千円 

【学校給食費助成事業】 

第３子以降の学校給食費を町が負担する事業へ活用いたしました。多子の子育て世帯の経 

済的負担を軽減することにより、充実した教育環境で児童生徒が過ごすことが期待できま 

す。 

将来を担う子どもた
ちの育成に関する事
業 

3,000 千円 

【小学校要保護・準要保護児童生徒援助事業費】 

経済的な理由で就学困難な児童に対し、学用品や給食費等を援助する事業に活用いたしま 

した。 

将来を担う子どもた
ちの育成に関する事
業 

3,000 千円 

【中学校要保護・準要保護児童生徒援助事業費】 

経済的な理由で就学困難な児童に対し、学用品や給食費等を援助する事業に活用いたしま 

した。 

歴史、文化その他の
地域資源の保存及び
活用に関する事業 

1,000 千円 

【カナイホール事業】 

町民が舞台芸術に親しむ機会を提供し、音楽、演劇、歌劇、舞踊などの文化事業を普及 

する北谷町自主文化事業実行委員会への補助に活用いたしました。 


